
教 訓
産業化には特許は不可欠（製造差し止めが合法的に可能な所有権）。

学術の世界で認められたオリジナリティも、特許では認められるとは限らない
（特許係争は裁判）。

一つの基本特許では不十分。周囲を系統的に押えるには
興味をもつ企業の協力が極めて重要

重要な特許申請ほど、成立させるのが大変。

営業なしに特許が売れることはない。特許が儲かるというのは限りなく嘘にちかい。

アカデミアの本務はあくまで優れた学術の成果を挙げること。
しかし、有用な特許申請は国益のために極めて重要なので軽視するのは誤り。

重要と信じる特許の係争は、発明者も本気で取り組まないと勝てない

特許クレームは容易に侵害がチェックできる必要がある

共願特許は、その企業が実施しなく場合は、他の企業が実施できることが必要。

大学などの公的機関が、関連特許をパッケージにして実施者が使いやすい形にすること



日本の社会には特許に関する基本的常識が全く浸透していない。
メディアの理解も一般的に高くはない。それに起因した誤解が広く横行。

例.
ＪＳＴ、サムソン電子に画期的半導体の特許を先行供与(某新聞の見出し）

（ＪＳＴ

 
プレス発表：通常実施権を出しただけ）

国益とは何か？

日本で生みだした発明は、日本以外に使わせないのが国益か？

日本企業は日本発の未踏の技術を最初に実用化してきたか？

その他
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